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２
年
以
上
前
の
保
険
料
を
納
め
る
と

○
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
増
え
ま

す
。

○
年
金
の
受
給
資
格
を
得
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

利利利利利利利利利利
用用用用用用用用用用
でででででででででで
きききききききききき
るるるるるるるるるる

利
用
で
き
る
方方方方方方方方方方方
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年
以
内
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に
納
め
忘
れ
の
期
間
（
納
付
猶
予
・

免
除
以
外
）
や
未
加
入
期
間
の
あ

る
方

②

歳
以
上

歳
未
満
で
①
の
期
間

60

65

と
任
意
加
入
中
に
納
め
忘
れ
の
期

間
の
あ
る
方

③

歳
以
上
で
年
金
受
給
資
格
が
な

65く
任
意
加
入
中
の
方
な
ど

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ
ん
。

手手手手手手手手手手
続続続続続続続続続続
きききききききききき
のののののののののの
流流流流流流流流流流

手
続
き
の
流
れれれれれれれれれれれ

①
年
金
事
務
所
に
申
し
込
み
ま
す
。

②
申
込
書
が
送
ら
れ
て
き
た
ら
必
要

事
項
を
記
入
し
、
年
金
事
務
所
に

提
出
し
ま
す
。

③
年
金
事
務
所
で
申
込
書
の
審
査
・

承
認
を
行
い
ま
す
。

④
年
金
事
務
所
か
ら
承
認
通
知
書
と

納
付
書
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
。

⑤
納
付
書
に
よ
り
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
で
納
付
し
ま
す
。
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事事事事事事事事事事

注
意
事
項項項項項項項項項項項

○
後
納
の
利
用
期
間
は
平
成

年
24

10

月
か
ら
平
成

年
９
月
ま
で
で
す
。
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○
過
去
３
年
度
以
前
の
後
納
保
険
料

に
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
加
算

額
が
つ
き
ま
す
。

○
後
納
が
可
能
な
期
間
の
う
ち
、
最

も
古
い
分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す
。

○
審
査
に
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
期
限
に
余
裕
を
も
っ

て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

○
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
の
う
ち
、

未
納
と
な
っ
て
い
る
期
間
も
後
納

の
対
象
と
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

一
般
の
未
納
期
間
と
同
じ
１
カ
月

分
の
保
険
料
が
必
要
で
す
。

○
全
額
免
除
や
一
部
免
除
、
若
年
者

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
期
間
は
、
後
納
制
度

を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
納
付
を
希

望
す
る
場
合
は
、「
追
納
制
度
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

国
民
年
金
保
険
料
専
用
ダ

イ
ヤ
ル

緯
０
５
７
０
・

・
011

050

砂
川
年
金
事
務
所緯

・
２
１
４
４

52

住
民
課
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ

緯

・
２
１
３
０

76

国
民
年
金
保
険
料
の
「
後
納
制
度
」

こ
れ
ま
で
納
め
忘
れ
の
国
民
年
金
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き

る
期
間
は
過
去
２
年
間
で
し
た
が
、
後
納
制
度
で

年
間
に
延
長
さ
れ
ま
し
た
。
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平成24年度中の後納保険料額と納付できる期限

①後納保険料額 ②当時の保険料額 ③加算額 納付できる期限
平成14年度 14,940円 13,300円 1,640円 10年目は月毎に期限が到来します。
平成15年度 14,720円 13,300円 1,420円
平成16年度 14,510円 13,300円 1,210円
平成17年度 14,560円 13,580円 980円
平成18年度 14,610円 13,860円 750円
平成19年度 14,640円 14,100円 540円
平成20年度 14,760円 14,410円 350円
平成21年度 14,840円 14,660円 180円
平成22年度 15,100円 15,100円 加算なし
①後納保険料額＝②当時の保険料額＋③加算額です。
※後納保険料額は政令で定められ、毎年改定されます。
※後納納付した場合は、納付した日に納付対象月の保険料が納付されたものとみなします。

平成14年10月分→平成24年10月31日
平成14年11月分→平成24年11年30日
平成14年12月分→平成24年12年31日
平成15年１月分→平成25年１年31日
平成15年２月分→平成25年２年28日
平成15年３月分→平成25年３年31日


